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１ 制度の趣旨 

地域の雇用失業状勢は、地域ごとに異なる産業構造や地理的な要因など、それぞれの

地域が有する様々な特性にもとづくものであり、それぞれの地域で効果的に雇用機会の

創出を図るためには、地域の実情に詳しい地域の関係者の創意工夫や発想を活かした対

策を実施する必要があります。 

このため、雇用失業状勢の厳しい地域の市町村、都道府県、経済団体等の関係者から

構成される地域雇用創造協議会（地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）に規定す

る地域雇用創造協議会をいう。）より、当該地域で求められる人材の育成や就職を促進

するための事業の提案を受け付け、そのうちの雇用創造効果が高いと認められる事業の

実施を、国が事業を提案した協議会に委託する地域雇用創造推進事業（以下「パッケー

ジ事業」という。）を実施しているところです。 

雇用創造先導的創業等奨励金（以下「奨励金」という。）は、パッケージ事業を実施

する地域において、より効果的に雇用創出を図ることを目的に、パッケージ事業を実施

する協議会が作成した事業の実施計画に基づき、地域求職者を雇い入れ、新たに地域の

産業及び経済の活性化等に先導的な役割を果たす事業を開始する事業主に対し、事業を

開始するために要した費用の一部を助成するものです。 

 

２ 制度の概要 

パッケージ事業を実施する協議会から、民間事業者等が実施する地域の産業及び経済

の活性化等に先導的な役割を果たす事業の実施計画の提案を受け付け、そのうちの雇用

創造効果が高いと認められる事業計画を策定した協議会を国が指定し、当該計画に基づ

き協議会の指定する者が事業を開始した場合に、当該事業を開始した者に事業を開始す

るために要した費用の一部を助成します。             【別紙１参照】 

 

３ 計画の概要 

富良野地域(富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)では、行政・経済
団体等が平成19年５月に富良野広域圏経済活性化協議会を設立し、平成20年12月よりパッ
ケージ事業「外国人・長期滞在観光客向け人材育成・雇用促進事業」を実施しています。 
この事業は、外国人観光客向けに高い技術とホスピタリティをもった人材、アウトドア

ガイドのできる人材、地域資源を活用した新商品・新メニューの開発・販売を担う人材を

育成し、観光サービスの質を向上させ、通年・長期滞在型国際観光地化を図り、地域雇用 

の安定と増加を目指すものであります。 
 さらに、雇用創造効果を高めるために、民間事業者等が実施する地域の産業及び経済

の活性化等に先導的な役割を果たす事業として「観光コンシェルジュサービス創業支援

計画」を策定し、平成 21 年１月に雇用創造先導的創業等奨励金の採択地域として決定

されました。 

 この計画は、質の高い観光コンシェルジェサービスを提供する事業、外国人観光客向け
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や長期滞在型の観光商品を開発する事業、外国人観光客向けのイベントを実施する事業、

地域の宿泊施設や飲食店のメニュー等を翻訳する事業等を行う民間事業者の創業を支援す

ることにより、観光関連産業の活性化を図り、雇用機会の増大を目指すものであります。 
 

４ 応募資格 
 ① 雇用創造先導的創業等奨励金(支給申請の手引き)に記載されている 2 支給対象事業主
に該当するものであること。                   【別紙 2参照】 

 ② 支給対象者として指定された日から 1 年を経過するまでに、「観光コンシェルジ
ュサービス創業支援計画」にもとづき事業を開始すること。    【別紙 3参照】 

 ③ 「観光コンシェルジュサービス創業支援計画」にもとづく事業を実施するにあた
り、旅行業法の資格を有するものもしくは有する見込みのあるものであること。 

 ④ パッケージ事業による支援を受けること。 
具体的には、パッケージ事業雇用拡大メニューのセミナーを受講すること (平成 21
年 5・6・9 月開催予定) 。また、パッケージ事業人材育成メニューで養成された人材
を１名以上雇用すること。 

 ⑤ 富良野地域の観光関連産業の発展に寄与し、公平で透明性のある事業運営を行うもの
であるもの。 

 ⑥ その他雇用創造先導的創業等奨励金の支給要件を満たした内容であること。 
 
５ 応募方法 
 応募方法は、富良野市・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村のホームページ

に掲載し、応募する。 
所定の様式及び電子データにより、平成 21年 6月 30日(火)必着とする。 

  提出書類 ①雇用創造先導的創業等奨励金応募用紙 
       ②創業等に要する助成対象費用一覧 
       ③その他参考となる書類 
 
６ 選考方法 
 富良野広域圏経済活性化協議会の中に、創業等予定者選考委員会を設置し選考する。選

考方法は、応募者に対するヒアリングを実施し、応募内容を点数で評価の上、選考委員会

で協議し決定する。なお、選考委員会については非公開とする。 
 
７ 応募書類の提出・問い合わせ先 
  富良野広域圏経済活性化協議会事務局(富良野市経済部商工観光室) 
   〒076-8555 富良野市弥生町 1番 1号 
   (電話) 0167-39-2301  (Fax) 0167-23-2123 
   (E-mail) nanba.masaru@city.furano.hokkaido.jp 


